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平
成
22
年
分
所
得
の
申
告
時
期

が
間
近
に
な
り
ま
し
た
。
申
告
の

必
要
な
方
は
、
1
月
下
旬
に
各
戸

へ
配
布
す
る
『
申
告
受
付
日
程
表
』

を
ご
確
認
の
う
え
、
各
地
区
の
指

定
日
時
に
申
告
会
場
へ
お
い
で
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
二
本
松
税
務
署
で
申
告

さ
れ
る
方
は
、
申
告
書
作
成
会
場

が
二
本
松
市
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

（
二
本
松
市
本
町
二
丁
目
3
番
地

1
）
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
申
告
の
お
知
ら
せ
は
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

◆
受
付
時
間

　
【
午
前
の
部
】

　
　
午
前
9
時
00
分
〜
11
時
30
分

　
【
午
後
の
部
】

　
　
午
後
1
時
00
分
〜
4
時
30
分

◆
申
告
会
場

　
【
本
宮
地
区
の
方
】

　
　
本
宮
市
役
所
2
階
会
議
室

　
【
白
沢
地
区
の
方
】

　
　
白
沢
総
合
支
所
2
階
会
議
室

※ 
和
田
1
区
、
2
区
、
11
区
、
糠

沢
1
区
の
礼
堂
、
糠
沢
2
区
、

3
区
、
4
区
、
5
区
の
方
は
、

白
沢
総
合
支
所
・
本
宮
市
役
所

の
ど
ち
ら
で
も
申
告
受
付
で
き

ま
す
。

農
業
所
得
の
申
告
を
さ
れ
る
方

　

収
入
金
額
と
必
要
経
費
の
わ
か

る
書
類
か
ら
科
目
ご
と
に
1
年
間

の
集
計
を
行
い
、
所
得
を
計
算
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
き

る
限
り
集
計
を
し
て
か
ら
お
い
で

く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方

　

自
分
や
自
分
と
生
計
を
一
に
す

る
親
族
の
た
め
に
医
療
費
を
支

払
っ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

医
療
費
の
控
除
額
は
、
平
成
22

年
の
1
月
か
ら
12
月
ま
で
に
支

払
っ
た
分
が
該
当
と
な
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
領
収
書
の
日
付
の
確

認
や
、
医
療
費
の
集
計
を
し
て
か

ら
お
い
で
く
だ
さ
い
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除（
住
宅

ロ
ー
ン
減
税
）を
受
け
ら
れ
る
方

　

住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
、
住

宅
を
新
築
（
増
改
築
・
省
エ
ネ
等

改
修
工
事
を
含
む
）
ま
た
は
建
売

住
宅
な
ど
を
購
入
し
た
場
合
で
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
が
該
当

し
ま
す
。

【
申
告
の
際
に
準
備
す
る
も
の
】

① 

建
築
工
事
の
請
負
契
約
書（
写
）

ま
た
は
建
物
売
買
契
約
書（
写
）

② 

住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金

の
年
末
残
高
証
明
書

③ 

建
物
の
登
記
簿
謄
本

④ 

住
民
票
の
写
し

⑤ 

源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

⑥ 

敷
地
を
、
建
物
と
一
括
で
購
入

ま
た
は
新
築
の
日
前
2
年
以
内

に
購
入
し
た
と
き
な
ど
は
、
敷

地
の
売
買
契
約
書
（
写
）
や
土

地
の
登
記
簿
謄
本

⑦ 

増
改
築
工
事
の
場
合
、
増
改
築

等
工
事
証
明
書
及
び
建
築
確
認

済
証
の
写
し

※ 

住
民
税
か
ら
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
制
度
が
平
成
20

年
度
か
ら
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

①印鑑（口座振替納税の方は金融機関届出印）

②預金通帳または口座番号のわかる書類

③ 税務署から送付の申告用紙（税務署から送
付のあった方）

④ 営業・農業・不動産貸付などの事業を営んで
いる方は、収支内訳書、売上、仕入、経費など
がわかる書類

⑤ 勤務先などから発行される、源泉徴収票や
支払証明書

⑥ 医療費や、生命・地震（長期損害）保険料、寄
附金、障がい者などの控除を受ける方は、そ
の証明書や領収書

⑦ 配偶者・扶養控除などを受ける方は、配偶者
および扶養親族の所得がわかる源泉徴収票
または支払証明書など

⑧ 国民健康保険税や国民年金保険料などの社
会保険料控除を受ける方は、納入された保
険料を確認できる領収書、または証明書

①営業や農業などの事業所得がある方

② 公的年金等の所得のみで、各種控除を受
けるなど確定申告が必要な方

③不動産、利子、配当などの所得がある方

④ 給与所得のある方で
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・ 2カ所以上から給与の支払いを受けている方
・ 平成22年中に退職し、その後就職しなかっ
た方
・年末調整をしていない方

⑤ 土地や建物、山林などの譲渡所得があっ
た方

⑥国民健康保険に加入している方

⑦ ローンなどを利用してマイホームを取得
した方

⑧ 医療費控除、生命保険料控除などを受け
る方

申告に必要なもの

医療費控除の計算式

対象者
お
早
め
に

申
告
準
備

※土・日・祝日を除く

(支払った医療費の額－保険金の補てん額』)
 －(10万円または合計所得額×5%の少ない方の金額）

22
88

33
1515
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今
年
は
、
市
制
施
行
5
年
目
と

な
る
節
目
の
年
で
す
。
合
併
当
初
、

市
民
の
皆
様
に
は
大
き
な
期
待
と

と
も
に
、
様
々
な
不
安
も
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

各
種
制
度
の
統
合
に
つ
き
ま
し

て
は
、
国
民
健
康
保
険
税
や
水
道

使
用
料
な
ど
、
皆
様
の
生
活
に
影

響
す
る
も
の
は
、
全
て
の
調
整
が

終
了
し
て
い
ま
す
。
平
成
23
年
度

に
は
、
行
政
区
交
付
金
な
ど
の
地

域
づ
く
り
に
関
す
る
制
度
を
一
本

化
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
合
併
時
に
策
定
し
ま
し

た
「
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
計
画
」

の
主
要
事
業
に
つ
き
ま
し
て
も
、

本
宮
小
学
校
大
規
模
改
修
事
業
、

複
合
施
設
（
え
ぽ
か
）
整
備
事
業
、

白
沢
総
合
支
所
建
設
事
業
を
は
じ

め
と
し
て
、
あ
だ
た
ら
ド
リ
ー
ム

ラ
イ
ン
整
備
事
業
、
菅
田
橋
架
け

替
え
事
業
な
ど
、
計
画
と
お
り
に

進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

財
政
運
営
に
関
し
ま
し
て
は
、

重
要
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た

工
業
団
地
造
成
費
の
債
務
返
済
に

道
筋
が
つ
き
、「
自
主
的
財
政
健

全
化
計
画
」
を
策
定
で
き
た
こ
と

に
よ
り
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

と
安
定
し
た
市
政
運
営
を
行
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
、

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
市
民
の

皆
様
、
関
係
各
位
に
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

昨
今
の
社
会
・
経
済
情
勢
は
混

沌
と
し
て
お
り
、
明
る
い
兆
し
が

見
え
て
こ
な
い
状
況
下
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
自
信

と
勇
気
と
誇
り
を
持
っ
て
、
自
ら

の
道
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

こ
の
「
本
宮
市
」
を
未
来
に
引

き
継
ぎ
、「
住
ん
で
よ
か
っ
た
」

と
誰
も
が
実
感
で
き
る
ま
ち
に
し

て
い
く
た
め
、
次
代
を
担
う
若
い

皆
さ
ん
の
力
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

「
未
来
に
輝
く
ま
ち
づ
く
り
」

本
宮
市
長 

佐
藤
嘉
重(30)

シ
リ
ー
ズ

所得税・市県民税所得税・市県民税のの申告内容申告内容がが
 変わりました 変わりました

　平成22年分の所得税で次の改正が適用されます　平成22年分の所得税で次の改正が適用されます
（1）寄附金控除の改正【所得税】
○寄附金控除について、適用下限額が2千円（改正前：5千円）に引き下げられました。
　《計算式》（所得控除になります）
　　『特定寄附金の支出額』または『総所得金額等の合計額の40%』の少ない方－2千円
（2）政党等寄附金特別控除の改正【所得税】
○平成26年12月31日までに支出した寄附金に係る政党等寄附金特別控除について、適用下限額が2千円
　（改正前：5千円）に引き下げられました。
　《計算式》（税額控除になります）
　　（『政党等に対する寄附金額』または『総所得金額等の合計額の40%』の少ない方－2千円）×30%
　　（百円未満切り捨て）
（3）その他税制の改正について
　○「減価償却費の改正」・「証券税制の改正」などがあります。
　詳しくは国税庁のホームページなど（http：//www.nta.go.jp/）をご覧ください。

　確定申告書の様式が変更されます　確定申告書の様式が変更されます
（1）申告書第二表の住民税用申告書の廃止
　○ 住民税の課税に必要な情報を国税庁とデータでやりとりする方法に改めたため、住民税用申告書は廃止され
ました。

（2）添付書類台帳の新設
　○添付用紙を貼るための専用台紙を用意しました。今回の申告からは添付書類はこちらに貼ってください。
◆問い合わせ先　税務課市民税係（☎内線164・165）


